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富山県告示第７号 

   都市計画の変更について 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第18条 

第１項の規定により次のとおり都市計画を変更したので、同法第21条第２項におい 

て準用する同法第20条第１項の規定により告示し、同法第21条第２項において準用 

する同法第20条第２項の規定により当該都市計画の変更に係る図書を公衆の縦覧に 

供する。 

  令和６年１月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画の種類及び名称 

  （種類） 上市都市計画道路 

  （名称） ３・３・１号 横越上経田線 

       ３・５・２号 正印新北島南線 

       ３・４・３号 正印新神明町線 
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       ３・４・４号 上市駅法音寺線 

       ３・４・５号 神明町上法音寺線 

       ３・５・６号 川原田荒田線 

２ 都市計画を変更した土地の区域 

 ⑴ 変更した部分 

   上市町正印新、正印新字墓ノ廻り、上経田字島田、上経田一丁目、上経田二 

  丁目、上荒又字砂田、下経田、正印、正印字土居下、中小泉、若杉、若杉字中 

  島、若杉字八作、若杉字砂田、若杉二丁目、若杉三丁目、錦町字神明町、神明 

  町字神明町、神明町字下町、上法音寺字中長、上法音寺字流田、横法音寺字西 

  川原、横法音寺字古川、横法音寺字高畑、法音寺字明徳、法音寺字藤田、法音 

  寺字尻江、法音寺字横市、法音寺字音田、法音寺字吉田、川原田字潜、川原田 

  字上沢田、稗田字上沢田、稗田字仕入、稗田字掛ノ下、稗田字横市、横越、横 

  越字雲池、横越字出戸、湯上野、北島、大坪の各一部 

 ⑵ 追加した部分 

   上市町稗田字古落合、稗田字五反丸、稗田字又右エ門田、稗田字吉原、神田 

 ⑶ 削除した部分 

   上市町東町、東町字下町、横越字天神堂、横越字正印道の各一部 

   ただし、別紙図面表示のとおり。 

３ 都市計画の変更に係る図書の縦覧場所 

  富山県土木部都市計画課 

  上市町建設課 

 （「別紙図面」は、省略し、３に掲げる縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第８号 

   都市計画の変更について 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第18条 

第１項の規定により次のとおり都市計画を変更したので、同法第21条第２項におい 

て準用する同法第20条第１項の規定により告示し、同法第21条第２項において準用 
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する同法第20条第２項の規定により当該都市計画の変更に係る図書を公衆の縦覧に 

供する。 

  令和６年１月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画の種類及び名称 

  （種類） 魚津都市計画道路 

  （名称） ３・２・１号 魚津駅中央線 

       ３・４・５号 片貝早月線 

       ３・４・６号 魚津臨港線 

       ３・５・８号 魚津大光寺線 

       ３・５・10号 カーバイド上村木線 

       ３・５・11号 魚津友道線 

       ３・５・12号 魚津本江線 

       ３・６・13号 魚津港諏訪町線 

       ３・６・14号 村木魚津駅線 

２ 都市計画を変更した土地の区域 

 ⑴ 変更した部分 

   魚津市上口一丁目、上口二丁目、新角川一丁目、本町一丁目、新宿の各一部 

 ⑵ 削除した部分 

   魚津市本町二丁目の各一部 

   ただし、別紙図面表示のとおり。 

３ 都市計画の変更に係る図書の縦覧場所 

  富山県土木部都市計画課 

  魚津市産業建設部都市計画課 

 （「別紙図面」は、省略し、３に掲げる縦覧場所に備え置いて縦覧に供する。) 

 

 

富山県教育委員会告示第１号 

   富山県指定有形文化財の指定について 
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 富山県文化財保護条例（昭和38年富山県条例第11号）第４条第１項の規定により 

次の文化財を富山県指定有形文化財に指定した。 

  令和６年１月12日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  

種  別 名  称 員  数 所 有 者 

有形文化財 
（考古資料） 

阿尾島田Ａ１号 
墳出土品（氷見 
市阿尾） 

武器12点、農工具８点、 
玉類94点 

氷見市 
氷見市本町４－９（氷 
見市立博物館） 

有形文化財 
（考古資料） 

朝日長山古墳出 
土品（氷見市朝 
日本町） 

武器４点、武具４点、 
馬具３点、装身具７点、 
玉類８点、土器24点、 
埴輪18点 

氷見市 
氷見市本町４－９（氷 
見市立博物館） 

有形文化財 
（考古資料） 

加納南９号墳出 
土品（氷見市加 
納） 

武器17点、武具１点、 
馬具１点、農工具１点、 
三輪玉２点、鑷子状鉄 
製品２点、土器４点 

富山県 
富山市茶屋町206－３ 
（富山県埋蔵文化財セ 
ンター） 

                       （教・生涯学習・文化財室）  

 

 

富山県教育委員会告示第２号 

   富山県登録無形民俗文化財の登録について 

 富山県文化財保護条例（昭和38年富山県条例第11号）第20条の13第１項の規定に 

より次の文化財を登録簿に登録した。 

  令和６年１月12日 

                  富山県教育委員会 

                     教 育 長 荻  布  佳  子  
 

種  別 名  称 所 在 地 

無形民俗文化財 お鍬様 富山市岩稲 

                       （教・生涯学習・文化財室）  
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駐車監視員資格者講習の開催 

 道路交通法（昭和35年法律第 105号）第51条の13第１項第１号イの規定により駐 

車監視員資格者講習を次のとおり開催するので、確認事務の委託の手続等に関する 

規則（平成16年国家公安委員会規則第23号）第６条の規定により公示する。 

  令和６年１月12日 

                    富山県公安委員会委員長 金井 豊  

１ 講習の開催日時、場所 
 

区   分 日     時 場     所 

第 １ 日 目 
令和６年２月20日（火） 

午前９時から午後５時20分までの間 

富山市新総曲輪１番７号 

富山県警察本部 
第 ２ 日 目 

令和６年２月21日（水） 

午前９時から午後５時15分までの間 

修 了 考 査 
令和６年２月27日（火） 

午前10時から午前11時までの間 

２ 受講手続 

 ⑴ 申込期限 

   令和６年２月14日（水）午後５時 

 ⑵ 申込先 

   〒930-8570 

   富山市新総曲輪１番７号 

   富山県警察本部交通部交通指導課 

 ⑶ 申込みに必要な書類等 

  ア 駐車監視員資格者講習受講申込書  １通 

    駐車監視員資格者講習受講申込書は、令和６年１月12日（金）から令和６ 

   年２月14日（水）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 

   23年法律第 178号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時まで 

   の間、富山県警察本部交通部交通指導課において交付する。 

    なお、富山県警察のホームページに掲載する様式の印字使用を可とする。 
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  イ 本人の写真  １枚 

    受講の申込み前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景で縦 

    3.0cm×横 2.4cmの大きさのもの。 

  ウ 受講手数料  20,000円 

    富山県収入証紙を申込書下部余白に貼り付けること。 

３ 申込方法 

  富山県警察本部交通部交通指導課へ２（３）の「申込みに必要な書類等」を持 

 参又は郵送すること。 

  なお、郵送による場合は、書留郵便とし、令和６年２月14日（水）までに必着 

 とすること。 

４ その他 

  受講に当たっては、筆記用具及び受講者本人であることを確認できる身分証明 

 書（運転免許証、パスポート等）を持参すること。 

５ 講習に関する問合せ先 

  富山県警察本部交通部交通指導課   

  （電話076-441-2211・内線5134、5135） 

 

 

 

監査の結果の公表について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第１項、第２項、第４項及び第７項 

の規定に基づき、令和５年11月及び12月に富山県監査委員監査基準に準拠し実施し 

た監査の結果を、同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

  令和６年１月12日 

                    富山県監査委員 山 崎  宗 良  

                    富山県監査委員 亀 山    彰  

                    富山県監査委員 田 中  篤 人  

                    富山県監査委員 髙 橋  正 樹  

 

１ 県の機関 
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 ⑴ 監査対象箇所                    監 査 年 月 日 

地方創生局 観 光 振 興 室 令和５年11月20日 

交通政策局 交 通 戦 略 企 画 課 令和５年11月20日 

  同 広 域 交 通 ・ 新 幹 線 政 策 課 令和５年11月20日 

  同 航 空 政 策 課 令和５年11月20日 

経営管理部 首 都 圏 本 部 令和５年11月９日 

土 木 部 富 山 土 木 セ ン タ ー 令和５年11月13日 

  同 上 市 川 ダ ム 管 理 事 務 所 令和５年11月13日 

公安委員会 総 務 課 令和５年11月１日 

  同 警 察 相 談 課 令和５年11月１日 

  同 会 計 課 令和５年11月１日 

  同 情 報 管 理 課 令和５年11月１日 

  同 警 務 課 令和５年11月１日 

  同 教 養 課 令和５年11月１日 

  同 厚 生 課 令和５年11月１日 

  同 監 察 官 室 令和５年11月１日 

  同 留 置 管 理 課 令和５年11月１日 

  同 生 活 安 全 企 画 課 令和５年11月１日 

  同 人 身 安 全 ・ 少 年 課 令和５年11月１日 

  同 サ イ バ ー 犯 罪 対 策 課 令和５年11月１日 

  同 地 域 企 画 課 令和５年11月１日 

  同 通 信 指 令 課 令和５年11月１日 

  同 山 岳 安 全 課 令和５年11月１日 

  同 刑 事 企 画 課 令和５年11月２日 

  同 捜 査 第 一 課 令和５年11月２日 
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   監査対象箇所                    監 査 年 月 日 

公安委員会 捜 査 第 二 課 令和５年11月２日 

  同 組 織 犯 罪 対 策 課 令和５年11月２日 

  同 国 際 捜 査 課 令和５年11月２日 

  同 鑑 識 課 令和５年11月２日 

  同 科 学 捜 査 研 究 所 令和５年11月２日 

  同 交 通 企 画 課 令和５年11月２日 

  同 交 通 指 導 課 令和５年11月２日 

  同 交 通 規 制 課 令和５年11月２日 

  同 運 転 免 許 セ ン タ ー 令和５年11月２日 

  同 交 通 機 動 隊 令和５年11月２日 

  同 高 速 道 路 交 通 警 察 隊 令和５年11月２日 

  同 公 安 課 令和５年11月２日 

  同 警 備 課 令和５年11月２日 

  同 機 動 隊 令和５年11月２日 

  同 警 察 学 校 令和５年11月１日 

 

 ⑵ 監査対象年度 

   令和３年度及び令和４年度 

 

 ⑶ 監査結果 

   財務に関連する事務事業の執行等が適正かつ効率的に行われているか等につ 

  いて、監査対象所属から資料の提出を求め、その内容を確認するなどの方法に 

  より監査したところ、大方の監査対象箇所において、おおむね適正に行われて 

  いると認められたが、一部において次のとおり留意改善すべき事項があったの 

  で、今後、一層適正な執行に努められたい。 
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 <<注意事項>> 

  ア 歳入調定決議書に決裁されていないものがあった。 

  イ 支払が遅延しているものがあった。（２件） 

  ウ 補助を行うために必要な要綱改正前に補助金の交付決定を行った。 

  エ 交通事故による損害が生じた。（２件） 

  オ 施設管理事故による損害が生じた。 

  カ 運転免許の更新に伴う高齢者講習の受講指示誤りによる損害賠償があった。 

 

２ 財政的援助団体等 

 ⑴ 監査対象箇所                    監 査 年 月 日 

公 益 財 団 法 人 富 山 県 ス ポ ー ツ 協 会 令和５年11月28日 

社会福祉法人恩賜財団済生会支部富山県済生会 令和５年11月15日 

社 会 福 祉 法 人 か づ み 野 令和５年11月15日 

社 会 福 祉 法 人 グ レ イ ス 会 令和５年11月27日 

日 本 赤 十 字 社 富 山 県 支 部 令和５年11月16日 

公 益 社 団 法 人 富 山 市 医 師 会 令和５年12月４日 

一 般 財 団 法 人 近 畿 富 山 会 館 令和５年11月21日 

一 般 社 団 法 人 富 山 県 ト ラ ッ ク 協 会 令和５年11月16日 

公益財団法人砺波市花と緑と文化の財団 令和５年11月30日 

公 益 財 団 法 人 花 と 緑 の 銀 行 令和５年11月29日 

公 益 財 団 法 人 立 山 カ ル デ ラ 砂 防 博 物 館 令和５年11月７日 

公 益 財 団 法 人 伏 木 富 山 港 ・ 海 王 丸 財 団 令和５年11月17日 

トナミグリーン・富山岸グリーンサービス企業体 令和５年11月21日 

公 益 財 団 法 人 富 山 県 民 福 祉 公 園 令和５年12月18日 

株式会社富山・スポーツパーク・マネジメント 令和５年11月22日 

株 式 会 社 野 上 緑 化 令和５年11月20日 

光 陽 興 産 株 式 会 社 令和５年11月21日 
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 （注）田中監査委員については、地方自治法第199条の２の規定により、公益財 

   団法人富山県民福祉公園に係る監査には加わっていない。 

 

 ⑵ 監査対象年度 

   令和４年度 

 

 ⑶ 監査結果 

   財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われてい 

  るか、また、その財政的援助等により所期の目的が達成されているかについて、 

  監査対象団体から資料の提出を求め、その内容を確認するなどの方法により監 

  査したところ、おおむね適正に行われていると認められたが、一部において次 

  のとおり留意改善すべき事項があったので、今後、一層適正な執行に努められ 

  たい。 

 

 <<注意事項>> 

  ア 指定管理施設の修繕に要した費用について、協定書に違反しているものが 

   あった。（２件） 

  イ 現金の払込みに遅延しているものがあった。 

  ウ 工事請負契約において契約書及び検査調書がないものがあった。 
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